
- 1 -

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
八
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
る
者
の
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
を
定
め
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
医

療
を
受
け
る
者
の
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
を
定
め
る
省
令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
一
条
の
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
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二

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
の
提
供
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
方
法

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


